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令和６年第１回京田辺市教育委員会定例会会議録 

 

日 時 令和６年１月２４日（水）午前１０時００分 開会 

                午前１０時３０分 閉会 

場 所 京田辺市役所３０５会議室 

 

会議日程 

日程第１ 教育行政報告  

日程第２ 報告第１号 令和５年度京田辺市一般会計補正予算（第５

号）について 

日程第３ 報告第２号 京田辺市学校給食費の徴収に関する条例施行

規則の公布について 

日程第４ 議案第１号 京田辺市学校給食センターの設置及び管理に

関する条例施行規則の制定について 

日程第５ 協議 京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の

改正内容について 

 

 

出席者 

教育長 山岡  弘高 

委員（教育長職務代理者） 西村  和巳 

委員 藤原  孝章 

委員 上村  真代 

委員 伊東  明子 

 （事務局出席職員） 

教育部長 藤本  伸一 

教育指導監 上原  正章 

教育部副部長 櫛田  浩子 

教育総務室担当課長 古谷  隆之 

こども・学校サポート室総括指導主事 勝又   靖志 

学校教育課長 田原   暁 

学校給食課長 西村   明 

こども政策監 釘本  幸一 

輝くこども未来室担当課長 内野  文彦 
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 （事務局書記職員氏名） 

   教育総務室担当課長補佐        出島  ケイ 

   教育総務室再任用主査         鈴木  勝浩 

 

会議の要旨 

○開会宣言 

 教育長が開会の宣言をした。 

○日程第１ 教育行政報告 

［報 告］ 

 前回の会議以降の教育行政関係行事について資料配付により報告。 

［質 疑］ 

 なし 

 

○日程第２ 報告第１号「令和５年度京田辺市一般会計補正予算（第５号）につ

いて」 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

［質 疑］ 

 なし 

 

○日程第３ 報告第２号「京田辺市学校給食費の徴収に関する条例施行規則の

公布について」 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

［質 疑］ 

（西村委員） 

  これは小学校も含めてのことか、中学校だけの話か。 

（事務局） 

令和６年度から開始する中学校給食費についての内容になっている。小学

校は令和６年度は私会計方式で行う。 

（藤原委員） 

  今後は、小学校給食費も市が徴収し、教員の業務を軽減化する方向性を探っ

てほしい。 

（事務局） 
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令和７年度から小学校給食も公会計とする方向で進めている。 

 

○日程第４ 議案第１号「京田辺市学校給食センターの設置及び管理に関する

条例施行規則の制定について」 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

［質 疑］ 

（藤原委員） 

  第２条のただし書は、どういう場合を想定しているのか。 

（事務局） 

施設の老朽化等による不測の事態により、小学校給食を提供できなくなっ

た場合等を想定している。 

 

［会議の非公開］ 

 日程第５について、教育長が議事の内容を踏まえ、会議を非公開とすることに

ついて提案し、委員全員から同意が得られたため、会議を非公開とすることとな

った。 

 

○日程第５ 協議「京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の改正内容について」 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

［質 疑］ 

（藤原委員） 

  特別利用教育とは具体的にどういったことか。 

（事務局） 

京田辺市で該当するケースはないが、保育が必要な子どもについて、市内

に保育所がない場合に、幼稚園で受入れること。今回の改正は、改正前の読

み替え規定で、一部２号認定(保育所)の子どもを指している部分があったた

め、整合を図った。 

（藤原委員） 

  改正の主旨は、媒体の種類を示さないということか。 

（事務局） 

  国がＩＣＴの活用を進めており、技術も進化する中、記録媒体が特定されて
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いると不都合も生じるため、何にでも対応できる表現に改正された。 

 

［会議を非公開とすることの終了宣言］ 

 非公開事件の議事日程が終了したため、教育長が、会議を非公開とすることの

終了を宣言した。 

 

○その他 

 附議事件とは別の報告として、次の事項について事務局から報告があった。 

・「能登半島地震に係る京田辺市の支援状況等について」 

（事務局） 

１月１日～珠洲市へ緊急消防援助隊を派遣（第８次まで継続中。） 

１月５日～関西広域連合で京都府の活動支援場所を七尾市と決定し、府職員

派遣開始。田辺団地含む府営住宅２０戸の無償提供決定。府及び市で義援金

の受付を開始。 

１月９日～京都府から各市町へ職員派遣の照会 

１月１７日～七尾市へ市職員派遣開始（第２次まで継続中）。２月２日～市

教育委員会職員も１名派遣予定。 

１月１０日市災害支援検討会議を設置。 

１月１６日田辺中学校生徒会より生徒が募った募金を提供したいとの連絡が

あり、２月７日に市長・教育長が受取予定。 

１月１９日～市営住宅の提供受付開始（西羅団地２戸：問合せ１件） 

１月５日・９日府教育委員会より、被災地域の児童生徒等の安全確保、就学

機会の確保等についての通知を受理し、各学校へ情報共有。 

保健師は派遣人員選定するも、現在派遣要請なし。 

応急給水（日本水道協会関西支部で能登町と穴水町を担当）は出動待機中。 

ごみ収集（車両と人員の派遣要請がある予定）は２名体制で待機中。 

応急危険度判定は派遣人員選定するも、現在派遣要請なし。 

［質 疑］ 

（伊東委員） 

  心理的負担を抱えている児童生徒はいないか。 

（事務局） 

現時点で小中学校からの報告はない。 

 

・「大谷翔平選手からのグローブの寄贈について」 

（事務局） 

 先々週届いた。１７日に普賢寺小学校でお披露目会を行い、その様子は小学校
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のホームページや洛タイ新報に掲載された。 

［質 疑］ 

 なし 

 

○閉会宣言 

 教育長が閉会の宣言をした。 


